長寿介護課
長寿介護課

平成23年度　介護サービス事業者等指導方針
第１
指導の基本方針
本市においては、「介護保険施設等実地指導マニュアル」（平成19年２月７日老指発第0207001号厚生労働省通知・平成22年３月改定）に基づき、よりよいケアの実現に向けた高齢者虐待防止・身体拘束禁止等の制度理解、取組み、ケアプランを含む「一連のプロセス」に基づくサービス提供等を踏まえた運営指導、及び不適正な請求の防止のための報酬請求指導に重点を置き計画的に実施している。
これについて、依然として人員配置、個別処遇計画の作成、身体拘束に関する取組み、及び介護報酬の算定についての指摘事項が見受けられることから、平成23年度についても、前年度に引続き上記事項に重点を置いた指導を行うこととする。

また、全国の特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームにおいて、自然災害や人的火災による死亡事故が相次いだことを受け、平成22年度は、非常災害対策についても指導を強化してきたが、平成23年３月、東日本大震災が発生し、災害に対する取組みの重要性が改めて確認されたことから、平成23年度は、非常災害対策についての指導を更に強化していくこととする。
なお、実地指導の際に、著しい運営基準違反が確認され、利用者等の生命若しくは身体の安全に危険がある場合、又は、報酬請求に誤りが確認され、著しく不正な請求と認められる場合は実地指導を中止し、監査を実施する。

第２
重点指導事項
認知症の高齢者や介護が必要な度合いが中重度の高齢者に対応したサービスの質的な向上を図るため、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成17年11月９日　法律第124号）の制定や身体拘束禁止規定にかかる介護報酬上の身体拘束廃止未実施減算の創設（「身体拘束廃止未実施減算における基準」　平成18年厚労告126号）などを踏まえ、介護サービス事業者等に対し、次の各号について重点的に指導するものとする。
１
高齢者虐待及び身体拘束についての認識の普及


２
高齢者虐待防止及び身体拘束禁止に関する制度理解の推進
３
高齢者虐待防止及び身体拘束禁止に向けた介護サービス事業所等の積極的な取り組みの推進
４
高齢者虐待防止及び身体拘束禁止に向けて、基準等に規定されている「一連のプロセス（アセスメント～モニタリング）」が適正に実施された上で、ケアプランを含むサービス提供が行われることの推進
５
「個別ケアプランに基づいたサービス提供」や「多職種協働によるサービス提供」等、報酬上の加算算定要件に基づいた適正な請求の推進
第３
指導の実施計画
１
指導の方法

介護サービス事業者等の育成・支援を念頭において、人員配置、利用者等の処遇を含む事業運営、介護給付費の算定が、基準省令及び介護報酬告示等に則って適正に行われているかを以下の方法により確認し効果的な指導を行うものとする。
　⑴
集団指導

平成23年度は、震災の影響を考慮し、実施しない。
⑵
実地指導

平成18年度改正介護保険法の大きな柱で政策上の重要な課題である「サービスの質の確保と向上」、「尊厳の保持」及び「高齢者虐待防止法の趣旨」、適正な介護報酬請求等を踏まえ、「介護保険施設等実地指導マニュアル」に基づき、次の観点から対象となる介護サービス事業者等の所在地において、関係書類を基に行うものとする。
①
指導内容

ア
運営指導

高齢者虐待防止、身体拘束廃止等の観点から、虐待や身体拘束のそれぞれの行為についての理解の促進、防止のための取り組みの促進について指導を行うとともに、高齢者虐待防止等にあたっては、個々の利用者毎の個別ケアプランに基づいたサービス提供を含む一連のプロセスの重要性について、理解を求めるためのヒアリングを行い、生活支援のためのアセスメントとケアプランの作成等が適切に行われ、個別ケアの推進によって尊厳のある生活支援の実現に向けたサービスの質の確保・向上が図られるよう運営上の指導を実施する。

イ
報酬請求指導

各種加算等について、報酬基準等に基づき必要な体制が確保されているか、個別ケアプランに基づきサービス提供がされているか、他職種との協働は行われているかなど、届け出た加算等に基づいた運営が適切に実施されているかをヒアリングし、請求の不適正な取扱いについては是正を指導する。
　　　　　ウ　非常災害対策関係指導

　　　　　　　　消防本部と長寿介護課において連携を図ることとし、消防本部

　が作成した調査表を用いて、実地指導時に確認するなど指導等により適正化を図る。
　　　　　　　　また、実地指導終了後に、当該調査結果を消防本部に報告するなどの連携強化を図ることとする。

　　　　　　　　さらに、震災時の対応及び被害状況について確認し、非常災害対策に対する認識の強化を図る。
②
実施方法

年度当初に実施計画を策定し、指導の対象となる施設等において、設備、帳簿等を実地に確認し指導する。

２
実地指導体制
⑴
指導体制

長寿介護課で指導班を編成する。
⑵
編成人数

原則として、２名以上の職員により指導班を編成する。
３
実地指導計画
⑴
対象施設等
①
（介護予防）地域密着型サービス施設・事業所
営利法人の運営する地域密着型・地域密着型介護予防サービス以外の事業所（営利法人監査対象以外の事業所）から選定するものであるが、平成23年度については、震災の影響を考慮し、当該事業所に対する実地指導は実施しない。
②
社会福祉法人が運営する介護サービス施設・事業所
社会福祉法人が運営する介護老人福祉施設、（介護予防）短期入所介護事業所等を対象とする。なお、実地指導の実施に際しては、老人福祉法に基づく施設監査と同時に実施するものとする。
ただし、平成23年度、福島県による実地指導が実施される事業所については対象外とする。
3  介護老人保健施設

社会福祉法人等が運営する介護老人保健施設（本体）を対象とするものであるが、平成23年度については、震災の影響を考慮し、当該施設に対する実地指導は実施しない。

⑵
⑴を踏まえた平成23年度実地指導計画数の算定

①
事業所数※
　　　　　　　　　　　　　　　　　1,056 （22年度　977）
・
地域密着型サービス事業所

85
（22年度   75）
・
地域密着型介護予防サービス事業所

76
（22年度
68）
・
介護予防支援事業所

７
（22年度　 ７）
・
居宅サービス事業所

357
（22年度  353）
・
居宅介護支援事業所

147
（22年度  125）
・
介護老人福祉施設

14
（22年度   14）
・　介護老人保健施設　　　　　　　              11  （22年度  11）

・
介護療養型医療施設

７
（22年度   ７）
・
介護予防サービス事業所

352
（22年度  327）
②
実地指導実施計画数
18
（22年度   87）
・
地域密着型サービス事業所

５ 
（22年度   28）
・
地域密着型介護予防サービス事業所

３
（22年度   25）
・
介護予防支援事業所

０
（22年度   ０）
・
居宅サービス事業所

２
（22年度　 10）
・
居宅介護支援事業所

０
（22年度   ０）
・
介護老人福祉施設

６
（22年度　 10）
・　介護老人保健施設　　　　　　　　　　　　　  ０  （22年度　４）

・
介護療養型医療施設

０
（22年度   ０）
・
介護予防サービス事業所

２
（22年度   10）
※
平成23年９月1日現在数（みなし指定事業所を除く。）
⑶
平成23年度実地指導日程

別途定める。
⑷
実地指導後の措置

1  改善すべき事項が認められた場合は、口頭及び文書により改善を求め、
文書により改善を求めた事項に係る改善結果は書面で報告させる。
また、介護報酬請求に関して誤りが認められた場合にあっては、自主点検の上、自主的な返還を行うよう指導する。

なお、度重なる指導によっても改善が図られない、又は介護報酬の不正請求、重大な指定基準違反等が疑われる場合にあっては、監査を実施する。
②　監査の結果、基準違反等が認められた事業所に対しては、その内容に応じ、法に基づく「業務改善勧告」、「業務改善命令」又は「指定の効力の停止・指定取消し」を行うなど、適切に対処する。
第４
必要な様式等

実地指導の実施に関し必要な様式（介護保険各種加算等自己点検シート）については、次のとおりとする。

介護保険各種加算等自己点検シート

○
602
認知症対応型通所介護費
様式１－１
○
603
小規模多機能型居宅介護費
様式２－１
○
604
認知症対応型共同生活介護費
様式３－１
○
605
地域密着型特定施設入居者生活介護費
様式４
○
606
地域密着型介護福祉施設サービス
様式５
○
701
介護予防認知症対応型通所介護費
様式１－２

○
702
介護予防小規模多機能型居宅介護費
様式２－２

○
703
介護予防認知症対応型共同生活介護費
様式３－２
なお、これ以外の様式等については、別途定めるものとする。
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